
区立保育園の民営化に関する計画

１ 新たな民営化計画の策定

区では、平成１７年に「目黒区立保育園の民営化に関する当面の考え方」を定め、改築

等の計画があった区立保育園３園を対象として公設民営方式（指定管理者制度）の導入を

進めてきました。そして、その後の民営化については、３園の実施状況を踏まえ検討する

こととしていました。

しかしながら、今般の厳しい財政状況を踏まえた「緊急財政対策にかかる事務事業の見

直し」の中で、「保育施設は、今後新規に整備する施設も含め、民営化を推進することを

基本とする」という方針を決定し、これを受けて平成２４年３月に策定した目黒区行革計

画（平成２４年度～平成２６年度）において、「土地・建物の無償貸付や譲渡も含めた民

営化に向けた具体的な計画を平成２４年度中に策定し、着実な取組を図る」こととしまし

た。

２ 保育園の現状と課題

区における保育園待機児童数は、平成２１年４月に過去最高の１４４人となり、これに

対応するため、２１年度から２４年度までに６００人以上の入所定員増を行ってきました。

その結果、待機児童数は一旦５０人程度に減少しましたが、０～５歳人口の増加と保育需

要の高まりを受け、平成２４年４月の待機児童数は、１４３人と２１年度に次ぐ数となり

ました。今後も、しばらくはこの傾向が続くと予想しており、施設整備などによる定員の

拡大が求められています。

また、区立保育園においては昭和４０年代後半から昭和５０年代に建築された施設が多

く、今後、園舎老朽化に対応するためには多額の改修・改築経費が見込まれる状況にあり

ます。

このような現状を踏まえ、保育園では、次のような課題を解決していく必要があります。

(1) 待機児童の解消に向けた保育所定員の拡大が必要であること。

(2) 築年数が４０年前後で大規模改修等が必要となる区立園が多数あること。

(3) 働き方に合わせた保育時間の延長など、今後も多様な保育ニーズに応えていく必要が

あること。

(4) 限りある財源の中で将来にわたって継続的に安定した行政サービスを提供していく

ため、全庁をあげて行財政改革に取り組んでおり、保育分野においても民間活力の活用

の推進や効果的かつ効率的な執行体制の構築が必要であること。

３ 民営化の目的と手法

区では、これらの課題解決のための方策の一つとして、民営化を進めていきます。

なお、民営化する場合の区の財政上の負担については、公設民営の場合は、区立の保育

園であり、その整備費及び運営費（指定管理経費）の全額を区の一般財源から捻出しなけ



ればならないため、区の負担が大きくなります。一方、民設民営の場合は、事業者が負担

する整備費に対する補助及び区が支弁する運営費について、国庫負担及び都費負担があり、

区が負担すべき額は軽減されることとなります。

そこで、上記の諸課題の解決を目指し、保育所運営費をできる限り圧縮しながら、保育

所定員や保育サービスの拡大を図るために、「民設民営化」の手法を選択します。

４ 民営化対象園の選定の考え方

次に掲げる点を考慮し、民営化の対象とする園を選定します。

(1) 施設の老朽度

老朽化した施設の更新は区全体としても喫緊の課題であり、第１に優先すべき点です。

(2) 施設の設置場所（公私の配置のバランス）

公私の保育園は、それぞれ特色を生かしながら独自の取組を行っており、選定に当た

っては地域の公私のバランスに配慮していきます。

(3) サービス拡大の可能性

施設規模の拡大が図ることができる場合には、定員の拡大や、一時保育などの新たな

子育て支援施策の実施も検討します。

(4) その他の条件

複合施設など、特段に配慮すべき事情がある場合には、その点も考慮します。

５ 民営化に当たって配慮すべき事項

民営化の実施に当たっては、子どもの最善の利益が図られるよう、次の点を踏まえて進

めていきます。

(1) 保育の質を確保し、多様な保育サービスの提供が図られるよう、保育に関する学識経

験者、保育園園長経験者などを委員とする選定委員会において適切な社会福祉法人を選

定します。

(2) 子どもへの影響に配慮し、十分な引継ぎを行うとともに、民営化後も区として定期的

な訪問や保育に関する相談、指導等を行います。

(3) 実施に当たっては、保護者の意見・要望を聴きながら進めます。

６ 民営化までの基本的なスケジュール

次の表のとおり、３年間の期間で準備を行い、民営化することを基本として進めます。

民営化３年前 対象園の個別計画の提示

保護者説明

事業者公募条件の調整・確定

事業者公募

民営化２年前 事業者選定

新園の概要、施設計画等の説明（事業者）



仮設園舎建設

仮設園舎へ引越し

民営化１年前 引継ぎに関する三者協議

新園舎建設（事業者）

引継ぎ・共同保育実施

新園舎へ引越し

民営化実施年 民営化（４月）

民営園に対する訪問、相談、指導等

７ 現行の「公設民営園」について

現在、公設民営園として運営している「目黒保育園」「中目黒駅前保育園」「第二ひもん

や保育園」については、指定管理者の指定期間の満了等の時点を捉え、それまでの運営状

況が良好であれば、施設の貸与等による「民設民営化」を検討します。

８ 計画の期間と民営化の対象等

今回の民営化計画の期間は、平成２５年度から平成３４年度までの１０年間とします。

この計画期間内に民営化の対象とする園と民営化の時期は、次のとおりとします。

なお、各園個別のスケジュールの詳細については、民営化実施の３年前に提示します。

（対象とする園と民営化の時期）

平成２９年度 中目黒保育園

平成３１年度 上目黒保育園

平成３２年度 東山保育園

平成３４年度 鷹番保育園

なお、その後の民営化については、待機児童の状況や保育所等の整備状況を見ながら、

引き続き検討していきます。


